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令和４年度沖縄県早期退職希望者募集実施要項

〔令和４年12月１日総人第672号総務部長決定〕

職員の年齢別構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的として、この募集実施要項の定

めるところにより、沖縄県職員の退職手当に関する条例（昭和47年沖縄県条例第40号。以下「退

職手当条例」という。）第10条第１項第１号の規定による早期退職希望者の募集（以下「募集」

という。）を行う。

１ 募集の対象となる職員

⑴ 募集の対象となる職員は、知事が任命権者となる一般職に属する沖縄県職員のうち、令和

５年３月31日において年齢45歳から59歳までの職員とする。ただし、定年が63歳である職種

の職員については同日において48歳から62歳までの職員と、定年が65歳である職種の職員に

ついては同日において50歳から64歳までの職員とする。

⑵ 次に掲げる職員は、⑴にかかわらず、退職手当条例第10条第３項の規定により、この募集

に応募することができない。

ア 会計年度任用職員、臨時的任用職員、任期付職員その他法律又は条例の規定により任期

を定めて任用される職員

イ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第29条の規定による懲戒処分（故意又は重大な

過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同

じ。）又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている職員又は募集の期間中

に受けた職員

２ 募集人数

10人

３ 募集期間

⑴ 募集の期間は、令和４年12月８日（木曜日）午前10時から同月27日（火曜日）午後５時ま

でとする。

⑵ 募集の目的を達成するため必要がある場合は、沖縄県職員の退職手当に関する条例施行規

則（昭和48年沖縄県規則第43号。以下「退職手当規則」という。）第３条の２第１項の規定

により、⑴に定める募集の期間を延長する。この場合においては、同条第２項の規定によ

り、募集の期間を延長した旨及び延長後の募集の期間の終了年月日時を周知するものとす

る。
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⑶ 退職手当規則第３条の２第３項の規定により、募集の期間の終了年月日時が到来するまで

に応募をした職員の数が応募上限人数13人に達した時点で募集の期間は満了するものとす

る。この場合においては、同条第４項の規定により、直ちに募集の期間が満了した旨を周知

するものとする。

４ 退職すべき期日

⑴ 募集に応募し、応募による退職が予定されている職員である旨の認定（以下「認定」とい

う。）を受けた職員（以下「認定応募者」という。）の退職すべき期日は、令和５年３月31

日とする。

⑵ 認定応募者が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障

を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示

し、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める同意書により当該認定応募者の同意を得たとき

は、退職手当規則第３条の５第１項の規定により、公務の能率的運営を確保するために必要

な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる。

ア 退職すべき期日の繰上げ 退職すべき期日の繰上げ同意書（退職手当規則第２号様式の

７）

イ 退職すべき期日の繰下げ 退職すべき期日の繰下げ同意書（退職手当規則第２号様式の

８）

５ 応募又は応募の取下げの手続

募集に応募しようとする職員又は応募の取下げを行おうとする職員は、その自発的な意思に

基づいて、次の手続を行うものとする。この場合において、所属長は、職員から応募申請書を

受領したとき、又は応募取下げ申請書を受領したときは、その都度、速やかに主管課等の長を

経由して総務部人事課長に提出するものとする。

⑴ 応募の手続

募集に応募しようとする職員は、３⑴に定める募集の期間（３⑵により募集の期間を延長

したときは、延長後の募集の期間）内に、早期退職希望者の募集に係る応募申請書（退職手

当規則第２号様式の３）を所属長に提出するとともに、９（募集に関する問合せ先）に掲げ

る人事課代表端末の電子メールアドレスあてに、募集に応募する旨を意思表示する電子メー

ルを送信するものとする。この場合において、職員は、当該電子メールを人事課が受信した

時刻が応募の時刻となることに留意して手続をしなければならない。

⑵ 応募の取下げの手続

募集に応募したことについての取下げを行おうとする職員は、早期退職希望者の募集に係

る応募取下げ申請書（退職手当規則第２号様式の４）を所属長に提出するものとする。

６ 応募の認定又は不認定の通知の予定時期

退職手当条例第10条第６項の規定による応募の認定又は不認定の通知の予定時期は、令和５

年１月16日（月曜日）とする。
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７ 不認定となる場合

退職手当条例第10条第５項の規定により、応募をした職員について、次の⑴から⑷までのい

ずれかに該当する場合は認定をしないものとし、次の⑴から⑷までのいずれにも該当しない応

募者の数が募集をする人数を超える場合は５⑴により送信された電子メールを人事課が受信し

た時刻の後着順により当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことがで

きるものとする。

⑴ 応募がこの募集実施要項に適合しない場合

⑵ 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を

受けた場合

⑶ 応募者が⑵に規定する処分を受けるべき行為（在職期間中の応募者の非違に当たる行為で

あって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをい

う。）をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うこと

が公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

⑷ 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事

管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合（職員の採用又は募集の対象と

なる年齢層の人材確保が困難な職種（医師、獣医師、薬剤師及び社会福祉））

８ 退職手当の特例措置

退職手当条例第５条の３の規定に該当する認定応募者については、同条の規定に基づき計算

した退職手当を支給する。

９ 募集に関する問合せ先

総務部人事課人事調整班 早期退職希望者募集制度担当

〒900-8570 住所 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

電話番号：098-866-2090（IP電話番号2166）

メールアドレス：aa003000@pref.okinawa.lg.jp

附 則

この募集実施要項は、令和４年12月１日から施行する。


